
1 人類史と福祉

　人類は福祉を絶えず追求してきた。ここでいうところの「福祉」は，人々が享受
する，適切な生
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存・生活の質の意味であり，英語におけるウェルフェアやウェルビ
ーイングを指す。適切ではないと判断された物質的・精神的な欠乏や不足や不安へ
の対応全般である。それゆえ，すぐに思いつく救貧，医療，教育の提供などだけで
なく，治水や上下水道や公衆衛生といったインフラ整備も，警察や消防といった機
構の運営も，場合によっては福祉に含まれうる。人間の集団を，キクユ族やコリン
トン村，ベンガル地方といったローカルの単位で考えるにせよ，日本やアメリカ合
衆国やオスマン帝国といった国ないしナショナルな単位で捉えるにせよ，はたまた
古代地中海世界やイスラーム圏，東アジア，環大西洋世界のように範囲をグローバ
ルに広げるにせよ，それぞれの領域でさまざまな時代に展開した経済も政治も法制
度も，そしてテクノロジーも文化・学問・芸術も，すべては究極的には福祉の実現
を目指すものであったといってよい。
　ただし，福祉の外延部がどこにあるかについて 1 つ留意点がある。いかなる地
域・時代にもある，主観的に「贅沢」に属するような事柄は，いずれも多様で可変
的であるが，主として個人の単位で余分に追求するものでもあるだろう。それゆえ，
人類学の指摘する「贈与交換」にかかわる場合を除けば，「贅沢」は総じて福祉の
範囲外である。もちろん，奢侈品が必需品に変わったり，衛生や栄養や医療などの

「常識」が変わると，かつての「贅沢」も，福祉の射程に入ってくる。その逆のパ
ターンもあるだろう。
　それでは，試しに，いま思い浮かべられる任意の地域・時代について，あるいは
自分と身の回りについて，考えてみてほしい。ある人とその被扶養者ないし保護者
の生活の糧の喪失や，不遇，事故，怪我，病気，老齢，死といった個人または世帯
に生じるトラブルだけでなく，地震・台風などの自然災害や飢饉・疫病，環境悪化
や紛争・戦争，差別・迫害その他各種の外在的な災厄が不意に襲いかかり，しかも，
それらの不断の可能性がもたらす不安感にも取り巻かれている人類にとって，福祉
は常に求めずにはいられないものであり，またその十分な実現は見果てぬ夢であり
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希望であるだろう。21 世紀の人類にとっても，福祉は未完のプロジェクトである。
　とはいえ，どのような福祉が望ましいのであろうか。この語に含意されている

「適切な生存・生活の質」とは何なのか。また，理想はいろいろあるとはいえ，ど
のような福祉が実現可能なのであろうか。この一連の問いに答えるには，人間集団
の範囲と価値観，そして利用可能な手段を考慮に入れなければならないだろう。銘
記すべきは，どこかの集団─現代日本であれどこであれ─に属するあなたや誰
か他の人にとっての望ましく実現可能な福祉が，普遍的な正解なのではないという
ことである。たとえあなたや誰か他の人がその道の専門家や大賢人であったとして
も。属する集団の価値観が不可侵の真理性を持つわけでもないし，他の集団の「優
れた」福祉がいつまでもそうなのか，また移植可能なのかはわからない。「劣った」
福祉に見えても当事者にとってはそうではないかもしれない。福祉を実現する手段
は経済状況や政治判断や技術革新によって変わりうる。
　だとするなら，理想的な福祉を問い求めるためには，単一の抽象的な理論を構築
するだけではなく，具体的な諸実践のバリエーションに対して，ある成功例をゴー
ルにした歴史の発展経路を再構成するのではないやり方で，さまざまな方向から接
近するほうがよいのではないだろうか。そして，見るべきバリエーションの素材を
現在に限定するのではなく，また日本に限定するのでもなく，世界の歴史という広
大な領域に求めるべきだろう。

2　本書の狙いと特徴

　本書『福祉の世界史』はこのような認識に基づいて企画されているが，これから
の福祉をさまざまな現場で考えるための素材集であると同時に，諸国興亡史でも世
界経済史でもない，もうひとつの，福祉実践の紡ぐ世界史の試みでもある。長い歴
史を通じて，さまざまな地域で，どのような福祉がどのような価値観と物質的な条
件のもとで追求されていたのか。そして，それらはなぜどのように変化し，別のタ
イプの福祉の追求に変容していったのか。内在的な論理と，異なる福祉の選択肢の
間のせめぎあいの両方に目を配りながら構成してみたい。
　歴史は過去を取捨選択する叙述である。『福祉の世界史』も他のどのような種類
の世界史と同じく，網羅的ではありえない。本書は，そもそも焦点を福祉に絞って
いるがゆえに無数の重要な歴史事象を後景に退かせているし，福祉に限っても，当
然，世界史上の隅々まで遺漏ないように言及はしていない（そのようなことはでき
ないし，すべきでもない）。それでも，『福祉の世界史』は類書にない非常に多くの
地域・時代を扱い，だからといってバラバラの項目を集めた事典的書物ではなく，
いわば一書としての緊密な凝集性を備えた短編作品集のような特徴を持つ。
　これを実現するために，まず，本書に参加している執筆者に対し，3 つの依頼を
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した。第 1 に，社会福祉発達史の枠組み（福祉は A から B，B から C へと発展ない
し向上して，現在の，ある種の完成形としての福祉国家に至るという歴史像）を前提と
せずに，対象の地域・時代の福祉を当時の概念や用語法を踏まえて描くこと。その
上で，進歩主義的で西洋中心主義的なこの史観の逆を行くような相対主義史観（福
祉は a でも b でも c でも，それぞれに固有の価値があってどれもよい）にも甘んじな
いこと。第 2 に，歴史的な福祉を検討するに際して，その供給主体の複数性を意識
すること。換言するなら，たとえば，自助努力，助け合い，富裕者からの私的な慈
善，公的な福祉のようにまとめられるいくつかのエージェントや機構が，どのよう
な濃淡で福祉にかかわっていたのかを可能な限り書き込むこと。第 3 に，それぞれ
の地域・時代に生きて福祉を供給したり受給した（あるいはし損なった），普通は記
録を残さない老若男女の気持ちや思いに，歴史学者，考古学者，人類学者の職業倫
理が許す範囲で，できる限り近づくこと。つまり，福祉を通じて血の通った人間社
会を描くこと。
　多人数の執筆者を糾合して緊密な一書に仕上げるもう 1 つの工夫は，その構成に
ある。これを説明する前に，前提となる時代区分の問題に触れておきたい。本書で
は，世界史を先史時代から古代・中世・近世・近代・現代と，大きく 5 つに区分し
た。それ自体は混沌でしかない過去を整序して理解するためには，歴史の叙述は必
ず，対象とする空間，原因と結果のある筋や，全体を規定する構造やテーマなどと
ともに，「測り」として時間軸を持たざるをえない。この時間軸は，たとえば西暦
という特殊な数え方を採用して，300 年ごとに区切って A 時代・B 時代・C 時代
……という具合に，何の含意も持たない記号のラベルを貼って構成することもでき
る。これは「春秋戦国時代」や「ルネサンス期」や「平安時代」のような地域限定
の，しかも意味に満ちた時代の名前よりも客観的で普遍的に見えるかもしれない。
しかし，どのように時間を区切ってもそれは恣意的であることを免れないし，過去
に意味を与えることが歴史の本分である以上，これまでの歴史学が蓄積してきた知
見の最大公約数であるところの，上記の 5 区分を，緩やかな基盤の「測り」として
採用することは正当化できるであろう。実際の地域ごとの「測り」からの偏差の存
在は，最初から織り込み済みであるし，却って共通の「測り」があることで比較の
思考も促されるに違いない。
　構成の工夫の話に戻ると，本書はこのように 5 つの時代区分を置いた上で，それ
ぞれの期間について，その時代を代表する福祉の展開するひとまとまりの時空間
─国や地域─を「経

たて

糸」として数本並べて時系列的な流れを構成しつつ，ある
時期に広く共有された現象─宗教やイデオロギーや政治・経済的トレンドと福祉
のかかわり─を「緯

よこ

糸」としてやはり数本並べて空間横断的な特徴を描くように
している。さらに，経糸と緯糸のあわいには，随所にスパンコールのような「コラ
ム」が埋め込まれている。執筆の過程では，編者の判断で関連する他稿を読んでも
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らうこともした。全編を通じて，互いを意識した色とりどりの経糸と緯糸が複数織
り込まれ，ところどころで糸が切れたりつなげられたり，また，色移りしたり，ス
パンコールがユニークに光る，歴史の織物となった。近づいてどこかの部分を精査
しても，遠のいて全体を俯瞰しても，像を結ぶだろう。こうして，福祉にまつわる
諸事象の光と影をともに浮かび上がらせ，多重的な因果関係を組み込んだ歴史叙述
が実現した。

3　福祉の織物を読む

　このような構成にすることによって，多様な読みが開かれる。これからの日本の
福祉を考えたい読者は，たとえば，意外なことに，国家福祉が制度としても発想と
しても存在しなかった古代の地中海世界の諸例や，ソ連や現代アフリカの例から考
えるヒントを得られるであろうし，自分の生きている世界の独特さに気づかされる
であろう。もちろん，日本の過去の福祉に関する諸稿は現在を顧みるための必須の
参照点である。あるいは，中世のヨーロッパ社会をよりよく理解したい読者は，他
の地域・時代の諸稿を読むことによって，その個性─イスラームでも仏教でもな
く，いわんや世俗的人権理念でもなく，キリスト教の世界観が福祉の基盤にあるこ
との独特さ─をはっきりさせることができるだろう。社会科学系の関心があれば，
本書は全体として理論彫琢のための貴重な材料を提供するであろうし，本書に出て
こない地域・時代を知りたい人もまた得難い視角を獲得できるであろう。いずれに
せよ，本書ほど多岐にわたる歴史上の福祉実践を，学問的専門分野の壁を越え，1
つの方針で執筆し収録した書物は，類例がないのではないかと思う。索引もできる
限り充実させた。地域・時代を越えて共通する用語も拾っているが，意味内容は必
ずしも同一ではない。あえてのアナクロニズムから問題発見ができたらよいと考え
た。ぜひ，意外な出逢いを積極的に求めていってほしい。
　そして，本書は，よりよい生を望んだ過去の人々の苦難と努力，失意と希望，喜
びと悲しみ，安心と不安のモニュメントでもある。さまざまな境遇に置かれた世界
中の過去現在の等身大の人間たちの姿を知り己の無知に気づき新たに考えを深める
ことは，ほんとうにごく狭い経験しかできない私たちが歴史を読む，何よりの意義
である。

編　　者
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第 1 部

先史～古代
共同体の存続模索

コラム

column



は じ め に

　今から 2000 年以上前，エーゲ海を中心にポリス（都市国家）を拡大させ，アテ
ナイなどを中心に，哲学や文学が花開いた古代ギリシア人の世界，そして 1 つの都
市国家として発生しながらも，イタリア半島，ひいては東地中海に拡大していたギ
リシア人社会をも飲み込む形で，地中海一円に広がる大帝国を築き上げた古代ロー
マ人の世界，以上のような時間的にも空間的にも世界史における重要な部分を占め
る西洋古代社会には，じつに多種多様な人々が生きていた。ローマ帝国の拡大によ
り，西は現在のイギリスがあるブリテン島，東は中東，そして北は中央ヨーロッパ
から南の北アフリカに至るまで，元来そこに住まう多彩な人々が帝国に包摂された
ほか，ギリシア人やローマ人の世界における基本的な社会基盤であった都市 1 つを
とってみても，有力市民から奴隷まで，その社会は暮らし向きの差が著しい階層的
構造をなしていた。
　では，このように歴史的にも多様性に富む人々を抱えるギリシア・ローマの世界
では，人間集団の生存の質，つまり「福祉」なるものはいかにして担保されていた
のであろうか。そもそも，現代の私たちが理解するところの「福祉」をめぐる認識
は，当時の人々に共有されていたのであろうか。ローマ帝国は水道などの建築物を
はじめ，高度なインフラを備えていたといわれる一方，時代や地域による差こそあ
れ，社会における格差も相当に大きかったことが知られている。見方によって異な
る様相を呈しがちなギリシア・ローマ世界だが，本稿では，「福祉」の観点を切り
口に，可能な限り，この広範な社会に通底する生存のあり方を読み解いていきたい。

1　貧民として生きる

　ギリシア・ローマ世界全体を見渡すと，多くの場面で自助的な社会のありようが
窺える。当時は，公的な教育，医療の制度も未発達で，現代の生活保護や介護保険
のような社会保障の体系的システムも存在しなかった（樋脇, 2022）。また，とくに
ローマ人は法体系を整えていったが，その中には雇用労働に関する規定などは欠け
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ていたという（クナップ, 2015, 174 頁）。基本的に人々は，公的な制度に依拠するこ
となく，いやむしろそうした制度が欠落していたがゆえに，自らでもって，あるい
は身近な人々とともに，生の質を担保せざるをえなかったのである。本節ではまず，
自助の観点を糸口として議論を進めていこう。
　さて，ギリシア・ローマ世界にあっては，少数のエリートを除き，多くの市民た
ちは所有する土地を自ら耕作し，その土地に基づき生計を立てる自給自足的な生活
を送っていた。自らの土地で労働に従事し，その土地の生産物で生きていく，まさ
に自助の世界こそ多くの人々が属するところであった。古典期のギリシア世界や共
和政期のローマでは，こうした中小の農民にあたる人々，とくにそのうちの男性市
民たちは，共同体の存亡にかかわる有事の際，重装歩兵として戦闘への参画が不可
欠であった。ところが，戦争という人々の生そのものを左右しうる出来事であるに
もかかわらず，少なくとも武装に関しては国家による支給はなく，兵として参与す
る人々それぞれが自ら調達する必要があったのである。こうした武装自弁もまた，
自助的な側面として位置づけられよう。
　他方，武装を自ら賄えるほどの財産を持たぬ者たち，すなわち無産市民は，アテ
ナイのように三段櫂船の漕手として従事することはあっても，国防の主力である重
装歩兵として軍事に携わることができなかった。このような無産市民は，時に都市
において重大な社会問題となることもあった。前 3～前 2 世紀にかけてローマとカ
ルタゴの間で戦われたポエニ戦争後，荒廃したイタリア半島の中小農民が多数没落
し，彼らが無産市民として都市ローマに流れ込んだ事態は，貴族が過剰に保有する
土地を彼らに分配することを目指すグラックス兄弟の改革─改革自体は後に失敗
─へと帰結したことはよく知られている。
　彼ら無産市民たちは，いわば「貧民」である。じつは古代社会では，貧民に相当
する人々は社会において，じつに多数を占めていた。たとえば，ローマ帝国社会で
は，奴隷も含めると全体のうちおよそ 65 ％が貧民であったと推定されている（ク
ナップ, 2015, 149 頁）。彼らが残す史料は少ないものの，貧民はそうでない人々以上
に自助を要請されたはずである。以下では，社会の大部分を占めるこの貧民─史
料の関係上，とくにローマ社会─に焦点を当て，自助の問題を掘り下げよう。古
代社会において貧民になるとどうなるか。現代のような生活保護に頼ることができ
ない以上，どのように生きていかなければならなかったのだろうか。
　貧民となった者は，小作農として地主のために労働することもあれば，都市部で
は建築労働や商売などの仕事に従事した（クナップ, 2015, 143─146 頁）。うまく仕事
にありつけたとしても，十分な賃金を得ることはできず，その日暮らしに甘んじ
なければならなかった。こうした仕事にあぶれた者が行き着く先は物乞いであっ
た。紀元 1 世紀にローマで生きた風刺詩人マルティアリスが著した『エピグランマ
タ』では，街の景観の一部となっている物乞いたちの姿が描かれている（10. 5. 5 ;  
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12. 32. 25）。金品などを恵んでくれる人がいる場合には，それは共助として彼ら貧
民たちの生を支えたであろうが，貧民の数が多いとあれば，常にそうした恵みに与
ることはできなかったはずである。
　仕事も施しも得られないとなれば，貧民たちはどうしたか。にっちもさっちもい
かなくなった彼らがとった手段は暴力である。ある意味自助的な手段として，他人
を害することで自らの生を担保する究極の状況を，2～3 世紀，ギリシア語でもの
を書いたアイリアノスが鮮明に伝えてくれる。

自らは富裕の身でありながら，貧窮に苦しむ同胞の姿を見て，金銭を顧みるこ
となく寛仁な心情を示したのは，コリントスではテオクレスとトラソニデスの
二人，ミュティレネではプラクシスであった。彼らは他の者たちにも，貧困に
悩む人々の苦しみを軽減してやるようにすすめたが，相手が言うことをきかぬ
と見ると，自分たちのもっていた債権を棄てて，借金を棒引きにしてやった。
こうしてこの者たちは金では損したが自分の命を儲けたのであった。それとい
うのも，借金を棒引きにしてもらえなかった連中が債権者たちを襲い，憤怒の
情と，彼らにすればまことに正当な言い分，さらには背に腹はかえられぬ窮状
を武器代わりにして，金貸したちを殺してしまったからである（アイリアノス

『ギリシア奇談集』14. 24，松平・中務訳を一部改変）

　他者を犠牲に不遇な運命に抗うことは，貧者にとっては自力救済の一手段だった
のである。
　制度的援助を欠いた古代社会の貧民たちにとって，とにかく生存が唯一つの目的
であった。バブリオスの寓話が示唆するように（『イソップ風寓話集』6），持たざる
者は立身出世や社会変革を当てにできなかったがゆえに，日々の生き残り以上の自
助に対しては諦観の念を抱いていた。余剰となる金銭を得たところで，雇い主や債
権者に搾取されるだけであり，そうした状況は，彼らの労働意欲を大きく削いだ。
必要以上に労働せず，他者に従属することを受け入れ，不要な摩擦を回避する（バ
ブリオス『イソップ風寓話集』36），まさにこのような考えが貧者たちを支配してい
た。財を持たぬ者たちのためのライフラインが欠落し，彼らが自立する道が閉ざさ
れていた社会であるがゆえのメンタリティである。

2　奴隷たちの生，その慰めと儚さ

　ギリシア・ローマ社会において，貧民と並んで過酷な生活を強いられていたのが
奴隷たちである。この社会は，世界史的に見ても，長期かつ広範にわたり奴隷制に
立脚するものであった。当時の奴隷の割合について，正確な数字を算出することは
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難しいけれども，少なくともローマ帝国社会に関しては，ローマ市やイタリアなど
で全人口のおよそ 20 ％程度，帝国全体では約 10 ％と見積もられている（Hunt, 
2018, p. 43）。大方が富裕なエリート層の家内奴隷であり，エリート層の次にくる階
層となると奴隷を所有できたかどうかは怪しく，奴隷を所有する人々の層は社会全
体の中で偏っていたと考えられる。奴隷所有者の立場からすれば，法的に自由人と
は明確に区別され，モノとしての動産であった彼ら奴隷を保有することは，本来は
自ら行うべき労働の「アシストツール」を確保する，という点で古代における自助
の一環をなしたと考えることもできるのではないだろうか。
　奴隷たちは，例外的な場合を除いて，衣服や身体的特徴など，一目でそれとわか
る指標を有しておらず，実態として彼らは自由人たちの間に溶け込んで暮らしてい
た。曖昧な外観上の区分に加えて，自由人と奴隷を隔てる壁も比較的容易に突破さ
れた。自由人に生まれても，戦争捕虜や誘拐，あるいは捨て子などを通じて，突如
として自由人が奴隷に転換することがしばしばあった（たとえば，Saint Augustine, 
Letters, 10＊；本村, 1993）。その一方，奴隷のほうでも自助としての蓄財により，自
らの自由を買い取り，被解放自由人となることができた。この解放奴隷のあり方は
ギリシアとローマで若干の差があり，とくに後者では，解放とともに市民権も付与
された。
　奴隷たちに解放の道が開かれていたとはいえ，大半の奴隷は，自助・自立を到底
見込めないほどに諸々の自由を制限され，主人に服属するほかなかっただろう。自
由人の貧者とはまた違う形で，奴隷たちはその生の質を担保しなければならなかっ
た。自助の方途を相当に限られた彼らにとって，自由人以上に「共助」がきわめて
重要な役割を果たしたのである。以下では，この奴隷たちに焦点を絞り，ギリシ
ア・ローマ世界における共助（あるいは互助）のあり方を垣間見たい。
　奴隷同士が婚姻し，彼らが家族を形成していたことはよく知られている。この関
係自体は，奴隷にとって身体的，精神的救いとなっていたことはいうまでもないが，
時に奴隷は家族を超えて，他の奴隷仲間とともに，ある種のコミュニティを形成す
ることもあった。ローマで出土した紀元前後のラテン語碑文には次のように記され
ている。

第 2 ルストゥルムの参加者たち：
［……］，ガイウス・ユリウス・ミロの奴隷
［……］，マルクス・ユリウス・アンピオの奴隷
エリリス，マルクス・アントニウス・アンドロ（or アンドロニクス）の奴隷
ウティリス，ガイウス・フィクトリウス・フラックスの奴隷
メノピルス，ガイウス・タクティクス・ルフスの奴隷
マルキルス，ヌメリウス［……］スタビリオの奴隷
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長老会と民会が，あらゆる神々の祭司，終身祭司，十人委員であるメガクレス
の娘メノドラを称えた。彼女は（略）各評議員に 85 デナリウス，長老会の各
メンバーに 80 デナリウス，集会の各メンバーに 77 デナリウス，彼らの妻にそ
れぞれに 3 デナリウス，各市民に 9 デナリウス，杖による解放奴隷，他の解放
奴隷，そして非市民それぞれに 3 デナリウスを提供した（Inscriptiones Graecae 
ad Res Romanes Pertinentes, III. 801）

　金銭を分配したメノドラなる女性は有力者の 1 人であるが，その分配金の比率は，
有力者で構成される評議員たちと一般の市民や解放奴隷，あるいは非市民とでは大
きな差が設けられている。真に金銭を必要としているのは一般の市民以下の人々で
あるはずなのだが，彼らに渡る金銭は少額であり，ここでは明らかに「富の再分
配」が意識されていない。メノドラのケースは決して特殊ではなく，しばしば同様
の配分がなされていることが史料的に確認される。すなわち，ギリシア・ローマ社
会の恩恵施与において，持たざる者に必要なものが行き渡ることを意図した，現代
の私たちが想起する福祉の観念はおよそ働いておらず，あくまで，気前のよい施し
を通じて同胞市民たちから得られる名誉が善行者の根底にあったのである。
　「慈善」を意味する英語「フィランスロピー」の語源は，古代ギリシア語の「フ
ィラントロピア」であり，古代でも施しの文脈でこの語が使用されるが，当時はむ
しろ「気前のよさ」を意味した。ギリシア・ローマ世界でも福祉的効果を一部もた
らす慈善行為が確認されるとはいえ，それはあくまでも福祉の見かけをした名誉追
求の枠組みに規定される特殊古代的行為なのである。

4　例外的な公助救済システム

　ギリシア・ローマ世界の慈善的行為が，「エヴェルジェティスム」，すなわち恵与
志向のパラダイムに基づいていたとはいえ，例外的に，弱者救済を意図した「福
祉」と呼びうるシステムも確認される。最後にこのような事例を確認しておこう。
　アリストテレスの手になると伝えられる『アテナイ人の国制』では，古典期のア
テナイにて貧者や負傷者に対する救済措置が存在したことが伝えられる。

評議会は身体障害者の資格審査も行う。なぜなら法の定めにより，所有財産が
3 ムナに満たず，かつ身体に障害を負ったため一切仕事ができない者を評議会
が審査し，一人につき日に 2 オボロスを生活費として国庫から支給することに
なっているから（伝アリストテレス『アテナイ人の国制』49. 4，橋場訳。リュシ
アス『身体障害者給付金差し止めの提訴に答えて』も参照のこと）
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　アテナイでは，これ以外にも，孤児や寡婦を保護するための法も存在していたよ
うである（伝アリストテレス『アテナイ人の国制』56. 7）。
　前 1 世紀末頃，『地理誌』を著したストラボンは，明らかに貧者救済を意図した
ロドス（小アジア南西沖）の社会状況について，次のように述べている。

ロドス人は民衆の面倒を見，それによって，民主政を採用していないながらに
多数の貧困者たちと連帯しようとしていた。
　父祖以来のある種の習慣によって，民衆は食糧の給付を受け富裕者は貧困者
を支えている。この給付はある種の公共奉仕に基づく。この結果，貧困者が扶
養を受けると同時に市は必要なだけの人員に不足をきたすことがない（ストラ
ボン『地理誌』14. 2，飯尾訳を一部改変）

　貧者への配慮という点では，ローマ帝国下でも類似する施策が見られる。紀元 1
世紀前後，五賢帝のネルウァ帝からトラヤヌス帝の時代に確立したアリメンタとい
う制度があり，これは，貧しい少年少女らの養育費を，国家ないしは諸都市の富裕
者が賄うというものであった。主にイタリアで展開されたものであり，なおかつ出
資者の名誉を高める点で「エヴェルジェティスム」の一環であったが，給付のター
ゲットが明確に弱者である点は，上に述べた金銭分配以上に福祉的と見なすことが
できよう（坂口, 1979 ; 1984）。その他，ポンペイを襲ったウェスウィウス山の噴火，
あるいは各地で発生した地震などの災害に対して，ローマ帝国政府が援助を行った
事例もある（スエトニウス『ローマ皇帝伝』「ティトゥス伝」8）。

お わ り に

　以上は，ギリシア・ローマ世界にも弱者救済意識に由来する福祉的な考えが皆無
ではなかったことを例証するが（Hands, 1968），アテナイやロドスの事例は時期的
な持続性が不明瞭であるし，ローマ帝国におけるアリメンタ制度もイタリアという
地域に限定的であった。第 3 節で論じた「エヴェルジェティスム」の規範も考慮す
ると，やはりこれらは例外的と見なすべきであろう。このように，現代と同等の福
祉意識をギリシア・ローマ世界に見出すことは困難であるとはいえ，名誉を求める
公的な恵与によって人々の生活の質が結果的に保証されていたのもまた事実である。
総じて，以上のような不完全で未熟，そしてなおかつどこかいびつな状態にこそ，
古代的な福祉のあり方の本質を見ることができるだろう。
　こうした状況が変化するにはキリスト教の登場を待たねばならなかった。「エヴ
ェルジェティスム」の伝統を引き継ぎつつ，そこに，弱き者にも愛を示すキリスト
教的な倫理観が加わってはじめて，社会の隅々にわたり生存の質を高めようとする
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「福祉」としての慈善が普及する素地が形成された（ブラウン, 2012）。「福祉」とい
う観点で眺めた場合，ギリシア・ローマ世界とその後の社会は，一見連続するよう
で本質的には異質なのである。
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はじめに─イスラームという宗教

世界の中のイスラーム
　イスラームの歴史は，西暦 7 世紀初頭，アラビア半島のメッカというオアシスの
町で始まる。隊商貿易に携わっていたムハンマドという男が預言者として神に選ば
れ，託された神の言葉を人々に述べ伝えたことによって広まった，とされる。さら
に 622 年，メッカからメディナに拠点を移すことによって，最初のイスラーム共同
体が成立し，今日のイスラームの原型といえるものができ上がる。ムハンマド存命
中に，アラビア半島全体がイスラーム教徒の支配下に入る。さらにイスラーム教徒
の勢力がアラビア半島を出て，西はイベリア半島，東はインダス川の西岸にまで達
したのは，イスラーム誕生後たった 100 年のことである。これらの地域では，地元
住民のイスラームへの改宗が，ゆっくりとではあるが着実に進んでいった。
　そうした動きはその後も止まることはなく，現在では，世界の人口の 4 人あるい
は 5 人に 1 人がイスラーム教徒であるといわれている。世界最大のイスラーム教徒
人口を抱える国は，中東ではなく，東南アジアのインドネシアである。サハラ以南
のアフリカでもイスラームはかなりの存在感を示している。また，欧米諸国，さら
には日本でも，イスラーム教徒人口の拡大は顕著である。イスラームはまさに世界
宗教なのである。

実践の重要性
　イスラームは，ユダヤ教そしてキリスト教と系譜を同じくする一神教であるが，
違いもある。ユダヤ教が特定の民族のためのものであるのに対して，イスラームは
キリスト教と同じく，全人類にメッセージを向けている。また，キリスト教はどち
らかというと正しい教義を信じることに重きを置くが，イスラームはユダヤ教と同
じく，正しい行いを重要視する。礼拝や巡礼といった儀礼あるいは狭い意味での宗
教的実践だけでなく，人と人との関係の結び方など社会的な実践においても，すべ
て正しさが求められるのである。善行が重視されるのはいうまでもない。
　では，イスラーム教徒はどのようにして行いの正しさを見極めるのだろうか。一
番重んじられるのはイスラームの聖典であるクルアーン（コーラン）である。イス
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ラーム教徒にとって，それは神が語った言葉そのものである。クルアーンの内容に
は，聖書とも重なるような物語もあれば，イスラームの教義を凝縮したような部分
もあるが，人々の行いについて具体的に命じた部分も少なくない。とはいえ，クル
アーンは新約聖書とあまり変わらない長さであり，人々の多種多様な実践のすべて
に言及しているわけではない。そこでクルアーンの次に頼りにされるのがハディー
ス，つまり預言者ムハンマドの言行録である。神に選ばれ，その言葉を託されたム
ハンマドは，イスラーム教徒にとって手本である。彼がしたこと，とりわけ習慣的
にしたことは，正しい行いとして重んじられている。

1　孤児への配慮

1.1　孤児であったムハンマド
　イスラーム教徒にとって，ムハンマドは限りない敬愛の的であり─イエスとは
異なり神格化はされていないものの─人として生きる上で完璧なモデルである。
彼の生涯について知らない者はいないといってよいだろう。
　ムハンマドは父親の顔を知らない。父親は彼が生まれる半年前に亡くなっている。
当時のアラビア半島の社会は典型的な父系制であり，1 人の人間のアイデンティテ
ィは基本的に父親が誰であるかに基づいて成立していた。子どもにとって，父親こ
そが庇護者であり，後ろ盾であったが，ムハンマドにはそうした存在がいなかった
のである。イスラームではしばしば「ムハンマドは孤児として生まれた」といわれ
るが，このときの「孤児」を表すアラビア語「ヤティーム」は，父親のない子のこ
とを指している。
　さらに彼が 6 歳のとき，母親も他界する。父親に代わって最初は父方の祖父が，
祖父が亡くなった後は父方のおじが彼の庇護者となるが，やはり実の親がいない寂
しさは，ほかの誰にも埋めようのないものであったに違いない。

1.2　クルアーンの記述
　クルアーンには，孤児という語が繰り返し登場する。例を見てみよう。

正しく仕えるということは，あなたがたの顔を東または西に向けることではな
い。つまり正しく仕えるとは，アッラーと最後の（審判の）日，天使たち，諸
啓典と預言者たちを信じ，かれを愛するためにその財産を，近親，孤児

4 4

，貧者，
旅路にある者や物乞いや奴隷の解放のために費やし，礼拝の務めを守り，定め
の喜捨を行い，約束した時はその約束を果たし，また困苦と逆境と非常時に際
しては，よく耐え忍ぶ者。これらこそ真実な者であり，またこれらこそ主を畏
れる者である（2: 177 1））
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現世に就いてもまた来世に就いても。またかれらは孤児
4 4

に関し，あなたに問う
であろう。言ってやるがいい。「かれらのために，有利に取計らうのは善いこ
とである。もし，かれらと親しく交る時は，あなたがたは兄弟である。」アッ
ラーは，善意の者と悪事をなす者を知っておられる。アッラーがおぼしめしな
らば，あなたがたをきっと困惑させられる。誠にアッラーは，偉力ならぶもの
なく英明であられる（2: 220）

孤児
4 4

が力量（ある年齢）に達するまでは，最善（の管理）をなすための外，か
れの財産に近付いてはならない。約束を果たしなさい。凡ての約束は，（審判
の日）尋問されるのである（17 : 34）

　「孤児」という語はしばしば「貧者」「旅人」と一緒に登場する。かつて「旅人」
とは異郷の地で心細い思いをしている人々であったことを考えると，これらは弱者
の代名詞であったことがわかる。クルアーンからわかるのは，父親のいない孤児は，
しばしば親から相続できるはずの財産を横取りされ，正当な権利を奪われていたと
いう，当時の様子である。そしてこれこそが，ムハンマド自身を常に脅かしていた
現実だったのだ。幸運にも彼には高潔な祖父，そしておじがいたが，孤児であるこ
とは弱者であるという事実に変わりはなかった。
　付け加えておくと，広く知られている通りイスラームでは男性は 4 人まで妻を持
つことができるが，じつはクルアーンがそれを許容しているのは，ある特定の条件
下である。クルアーンには次のように書かれている。「あなたがたがもし孤児に対
し，公正にしてやれそうにもないならばあなたがたがよいと思う 2 人，3 人または
4 人の女を嬰れ」（4: 3）。
　この言葉がムハンマドのもとに下されたのは，多神教との間で戦いがあり，イス
ラーム教徒の間にかなりの死者が出た直後であったとされる。イスラームのために
戦い，命を落とした男たちが残した子どもたち，それがこの一節でいわれている孤
児である。そうした孤児一般に公正に接することが難しいのであれば，その母親を
妻とすることで，孤児たちを庇護下に置けと命じているのである。

2　喜捨（ザカート）

2.1　五行の 1つとしての喜捨
　弱者，とりわけ経済的な弱者を救済するためのイスラームのシステムといえば，
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の前が章，後が節の番号を示す。圏点は引用者による。



2.4　喜捨の自発性
　五行の 1 つである定めの喜捨以外でも，喜捨は一般に善行の 1 つとして推奨され
る。完全に自由意志によってなされる喜捨を定めの喜捨（ザカート）と区別して，
自由喜捨（サダカ）と呼ばれる実践がある。
　先にあげたクルアーンの一節に，「施し（サダカ）は，貧者，困窮者，これ（施
しの事務）を管理する者，および心が（真理に）傾いてきた者のため，またアッラ
ーの道のため（に率先して努力する者），また旅人のためのものである」というもの
があった。文脈から，この「施し」が定めの喜捨（ザカート）を指しているのは明
らかである。それにもかかわらず，アラビア語のクルアーンでは，自由喜捨を指す
はずの「サダカ」という語が使われている。これは，イスラームの初期においては
定めの喜捨と自由喜捨の区別が明確ではなかったこと，そのため「ザカート」と

「サダカ」という 2 つの用語がはっきりと別のものとして使い分けられていなかっ
たことによる。言い換えるならば，定めの喜捨であっても，自ら進んで支払うべき
ものと捉えられていたことがわかるのである。
　さらには，喜捨というものが金品の提供に限られず，より広く，善い行い，助け
合いを連想させるということも，次のハディースからわかる。

人びとは全身で，陽が昇る毎日，喜捨（サダカ）をすべきです。二人の人の間
を公正にするのも喜捨です。誰かが乗り物（の動物）に乗り，またがるのを助
けるのも，またその人の荷物を積むのを助けるのも喜捨です。よいことば（を
言うこと）も喜捨ですし，（マスジドでの）礼拝に向かって歩む一歩一歩にも，
喜捨があります。道の障害物を取り除くのも，喜捨です（小杉, 2019, 504─505
頁）

おわりに─今日の喜捨

　イスラームには喜捨とは別に，財産を提供する伝統的なシステムとして，ワクフ
がある。ワクフとは，財産の所有権の移動を停止し，そこから得られる収益を特定
の目的に利用するもので，目的はしばしば，モスク（マスジド）などの宗教施設あ
るいは教育施設の運営，さらには孤児・寡婦・貧者の救済に設定されることが少な
くなかった。しかしながら，近代国家が誕生する中で，ワクフ制度は国家の管理下
に置かれる傾向が強まり，イスラーム的実践という性格が後退していることは否定
できないだろう。
　喜捨に関していうと，五行の 1 つであることに変わりはないが，現代においてそ
の実践のありようは問われているといわざるをえない。五行のうち，信仰告白も，
礼拝も，断食も，巡礼も，基本的には個人の意志によって行うことができるのに対
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して，喜捨はそうはいかない。カリフと呼ばれるイスラーム共同体の指導者が不在
の今日，どこへ行って，どのように支払いをすればよいのか。サウジアラビアやパ
キスタンのように国家が「喜捨」を徴収し，管理しているところもあるが，それは
例外的といってもよいほどに少ないし，そもそも税との区別が困難であることを考
えると，それがあるべき形なのかも問われるだろう。国家が徴収しないところでは，
公的な機関が一元的に徴収するところもあれば，そうではなくイスラームの理念を
掲げて活動するさまざまな慈善団体・福祉施設への寄付によって喜捨とすることも
ある。
　見逃してはならないのは，カリフ不在の現在，喜捨を集めて管理するシステムが
整っていないにもかかわらず，人々が何らかの形で喜捨の支払いをなそうとしてい
るという事実である3）。イスラームの文脈が生み出した相互扶助の文化が，しっか
りと生きているのである。

参考文献
小杉泰編訳（2019）『ムハンマドのことば─ハディース』（岩波文庫）岩波書店。
牧野信也訳（2001）『ハディース II ─イスラーム伝承集成』（中公文庫）中央公論新社。
三田了一訳・注解（1996）『日亜対訳・注解 聖クルアーン』改訂版第 5 刷，日本ムスリム協会。
Pew Research Center ウェブサイト“The world’s Muslims : Unity and diversity, Chapter 2 :  

Religious commitment” （https://www.pewresearch.org/religion/2012/08/09/the-worlds-
muslims-unity-and-diversity-2-religious-commitment/，2024 年 2 月 29 日閲覧）。
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はじめに─西ヨーロッパ内最大の難民危機

　マルティン・ルターによる宗教改革運動の開始は，ラテン・キリスト教共同体を
ローマ・カトリック教会とプロテスタント諸派に分裂させて苛烈な宗教対立をもた
らした。宗教大戦を避けるべく 1555 年のアウクスブルク宗教和議では「君主の宗
教は臣下の宗教」という原則が打ち立てられたが，君主と異なる信仰の臣下はしば
しば宗教難民とならざるをえなかった。その最たるものが，ローマ・カトリックの
信仰篤いフランス国王ルイ 14 世による大弾圧を逃れるべく国外亡命を選択したユ
グノー─フランスの改革派信徒，プロテスタントの俗にカルヴァン派といわれる
人々─だろう。ルイ 14 世治世後半のユグノー難民数には諸説あるが，ユグノー
史家ロビン・グインは約 100 万のユグノー人口のうち 4 分の 1 が国外脱出を果た
したと見積もっている。主な亡命先は，プロテスタントのスイス各州，オランダ，
ドイツ諸邦，北米植民地，そしてイギリス諸島であった。
　17 世紀末，イングランド首都ロンドンの人口は約 50 万人と推定されている。そ
のロンドンを主たる目的地としてイングランド南東部沿岸に，1670 年代末から
1680 年代にかけて，大量のユグノー難民が押し寄せた。中には，北米植民地やア
イルランドへとさらに移動していった者も少なからずいたが，この時期だけで約 5
万のユグノーがイングランドに定住したとされている。そもそも英語で難民を意味
する refugee は，この時期のユグノー難民を指して使われるようになった言葉であ
る。大量の宗教難民の出現が，イングランドに深い衝撃を与えたことは想像に難く
ない。
　現在イギリスにおいては 17 世紀末のユグノー受け入れは，難民救済の成功例と
して高く評価されている。まずイングランドによるこの難民危機への支援を紹介し
よう。

1　ユグノー難民への好意的な環境

　イングランドにおいて大量の難民流入に対する反発がなかったわけではない。難
民に職が奪われる，経済的競争相手が増えるという不安や，同じプロテスタントで
はあっても，イングランドの体制教会であるイングランド国教会（日本では聖公会）
とは信仰の異なるユグノーに不満を抱く者は多かった。
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　は じ め に

　世界各地に広がる華僑／華人ディアスポラの歴史は，移民の出身地，時代，移民
のルートや目的，さらに移民の受け入れ国によって異なり，当然ながらその社会福
祉の営みも多様である。ここでその全体像を網羅的に描き出すことは紙幅の都合上
不可能であるため，本稿では清末から近現代にかけて東南アジアや北米に向かった
広東系移民の社会福祉に焦点を当てる。中でも移民の生存・生活に大きな役割を果
たした社会福祉組織の成り立ちと展開，さらにそのグローバルなネットワーク形成
について，歴史的・民族誌的資料および関連先行研究に基づいて叙述することにし
たい。

1　華人移民の社会福祉組織

1.1　善堂と俗会
　中国における福祉の歴史を叙述した研究では，文字資料が比較的豊富に残されて
おり，政治的・社会的に大きな力を持った官営の福祉施設や士大夫や大商人などを
主体とするエリート主導型の社会福祉組織が取り上げられることが一般的である

（星, 1988）。近世から近代にかけて各地に設立された「善会」「善堂」と呼ばれる慈
善団体もその 1 つだが，基本的にはエリート主導型の社会福祉組織として描かれて
きた。
　夫馬進によれば，「善会とは諸個人が自発的に参加し，彼らが『善』と考える事
項を共同して行うための結社であり，善堂とはそのために設けられた施設あるいは
事務局を置く建物である」（夫馬, 1997）。近代まで続く善堂運動の嚆矢は，明末に
河南や江南地域の文人たちが始めた「同善会」と呼ばれる結社であるとされている

（夫馬, 1997；梁, 1997；Smith, 2009）。夫馬は，同善会は明代以前から庶民の間で営
まれていた「俗会」─冠婚葬祭など一時的にまとまった資金が必要な場合に備え
て組織される銭会（頼母子講の一種）や銀会，葬親社などの相互扶助の「会」─
の影響を受けつつも，それらとは異なり，富裕者から貧困者への一方的な施与とい
う形をとった新しい形の実践であったことを強調した（夫馬, 1997）。
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　とはいえ，明末以降富裕者から貧困者への一方的な施与を原則とするエリート主
導型の善会・善堂の台頭によって，それまで数世紀にわたって庶民が営んできたさ
まざまな俗会が淘汰されていったというわけではない。本稿の事例からも明らかな
ように，俗会と善堂は実際のところパラレルな関係でも，俗会から善堂へという単
線的な進化が見られるわけでもなく，両者はむしろ互いに補完し合いながら発展し
てきた。
　また，善堂の形態は全国一律であったわけではなく，「善堂」と通称される結社
の組織原理や活動内容は，そこに集うメンバーの階層や規模によって，また結社の
拠って立つ地域の民俗宗教文化や社会経済的状況によって多様であった。

1.2　潮州系移民の相互扶助組織─父母会
　ここでは，広東省東部の潮州地域にルーツを持つ，「潮州人」と呼ばれる移民た
ちが組織した善堂（会）を取り上げたい。潮州系の善堂の活動の特徴は，潮州独特
の信仰や埋葬習俗などの民俗宗教文化が濃厚に反映されている点にある。潮州系善
堂のこうした特徴は，清代後期以降潮州地域の基層社会に出現し，善堂の母体とな
った相互扶助的な「会」（association）─とりわけ葬儀や埋葬にかかわる「施棺掩
埋会」「父母会」「念仏社」「盂蘭勝会」など─に由来している（志賀, 2012 ; 2018）。
　エリザベス・シンは，中国人にとって死にかかわる活動は種々の慈善活動の中で
もとくに重要なものだったと指摘している。人々は葬儀や埋葬の儀礼が正しく行わ
れるどうかに強い関心を寄せていた。共同墓地の整備や無縁死者供養のために行わ
れる盂蘭勝会は，庶民に最も歓迎される慈善活動であった（Sinn, 2020）。
　地方志の記載によれば，潮州地域では康煕 58（1719）年に掲揚県において，施棺
や埋葬を主とするエリート主導型の善会「慈済会堂」が設立されている。その後，
清末にかけて，施棺や埋葬だけでなく，贈医施薬や施粥施茶を行う総合的善堂が都
市部において創設された。たとえば光緒年間に汕頭市に設立された存心善堂は，代
表的な総合的善堂の 1 つである。
　一方庶民の間では，文献にはほとんど記録されてはいないが，俗会のような相互
扶助組織は近世から存在し，近代に入ってからもその伝統は存続していた。1920
年代に潮州地域の「鳳凰村」で実地調査を行ったアメリカの社会学者ダニエル・カ
ルプは，村にある 6 つの会の 1 つとして，「父母会」と呼ばれる葬親会を取り上げ
ている。「父母会」は通常，10～30 人の会員が一定の会費を支払って組織され，そ
の会費をプールして会の資本とした。会員の親が亡くなると，プールされた資金は
その葬儀や埋葬のために給付された。また，会員には他の会員の葬儀を手伝う義務
があった。会は，全会員の最後の親が埋葬されるまで続き，その後は自動的に解散
した（Kulp, 1966）。
　父母会が県や鎮の大きな善堂の下部組織になることで，父母会と善堂が相互補完
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郷団体，宗親会や商会などと連絡をとり，棺や遺骨に遺族に引き渡す手配を行った。
　東華医院には 1915 年から 1972 年までの東華義荘関係の膨大なアーカイブが保管
されている。このアーカイブを調査した葉漢明（Hon-ming Yip）によれば，文書記
録には，保証書，登記簿，棺の入庫記録，海外の棺や遺骨の回収書，出荷書類，葬
儀の領収書などのほか，義荘の公式書簡や，棺桶・遺骨の入荷を知らせる手紙，華
人の遺骨送還について問い合わせる世界各国からの手紙など，2 万ページを超える
書簡が含まれている。東華医院が送還した遺体・遺骨の正確な数は不明だが，通常
1 隻の船には数百から数千の柩や骨箱を載せて運んだことから，1870 年から第二次
世界大戦直後までの間に，東華医院は 10 万人以上の遺体・遺骨を送還した可能性
があるという（Yip, 2020）。
　一般に，アメリカに渡った華人移民は，同郷者の相互扶助組織として「会館」を
設立した。たとえば，1853 年サンフランシスコに設立された陽和会館2）には，同
郷の貧困者や傷病者に帰国旅費を支給し，死亡した場合には棺を支給する制度があ
った。ここから，柩や遺骨を送還するサービスは，生者に対する帰国援助サービス
の延長線上にあったことがわかる。会館の会員はこの制度に基づき，会費に加えて
数ドルから数十ドルの費用を，会館に支払っていた。
　受け入れ側の東華医院でも，柩や遺骨の本国送還を手配したり，アメリカ航路を
航行する遠洋定期船で死亡した人々のために無料の棺を提供したりした。同院はさ
らに，積み荷が香港に到着したことを地方の同郷会や善堂を通して遺族に知らせ，
遺体・遺骨に引き取り手がない場合は，東華義荘の無縁墓地に埋葬した。「撿運」
事業は，富裕者と貧困者の両方をカバーするという意味で公平なシステムであり，
それは「慈善と相互扶助の原理の連携」によって可能であったと，葉は結論づけて
いる。
　会館が中国への遺体・遺骨の送還に積極的だったのは，中国人に対する人種差別
から，一部の地域では中国人墓地の建設が認められなかったり，墓地があっても劣
悪な環境の場所に置かれたりといった理由もあったようである。

お わ り に

　華人移民の社会福祉の営みは，生者と死者の両方を対象としていた。死者のため
に制度化されたトランスナショナルなネットワークが，生者の出稼ぎや帰省といっ
た行き来を促し，やがては送金やビジネスのネットワークを支え，物流や情報の流
れを生み出すこともあった。華僑／華人移民の喪葬にかかわる社会的・宗教的営み
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2）　陽和会館は広東省中山県出身者によって設立された。サンフランシスコのチャイナタウンと同郷会
館については，山下（2017）に詳しい。



は，移民コミュニティとホスト社会との文化的な交渉を促し，今日にあってもエス
ニックな境界を超えた新しい文化を生み出している。だがそれが，葉が指摘するよ
うに，国境を越えた移動と貿易が拡大する近代に生まれた「華僑独自

4 4 4 4

の伝統」なの
かどうかを見定めるには，日系移民やヨーロッパ系移民など，他の移民ディアスポ
ラとも比較しつつ，その近代性やエスニシティをより詳しく検証する必要があるだ
ろう。
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はじめに─近世から近代へ

　近代日本における福祉の仕組みを考える際に，その出発点となるのは，明治維新
期の社会変動によって，近世身分制社会が解体されたことである。近世日本社会は
身分的に編成された社会集団によって織り成される社会であり，生活困難者発生時
の対応も，それらの集団を単位に行われることが前提とされていた（▶経糸3-5章）。
　1871（明治 4）年の戸籍法施行，廃藩置県，1873 年から始まる地租改正事業など，
一連の制度改革は，都市の町

ちょう

，農村の村をはじめとして，近世日本社会の基礎的な
構成単位であったこうした身分集団を解体した。これによって，身分集団の存在を
前提に展開されてきた近世の生活困難者救助が機能しなくなる。こうして，政策立
案者と生活困難に陥った諸個人双方の側で，新たな対応の模索が始まる。

1　救貧諸法の制定

1.1　救貧諸法の種類
　政府が 1870 年代から 1880 年代にかけて制定した各種の法令は，このような状況
への対応であった（表 1）。
　これらを大きく整理すれば次のように分類できる。第 1 に，病者（回復可能性が
ある場合は「疾病」，回復不能であれば「廃疾」と分類される）・高齢者・13 歳以下の
子どもについては，労働不能であること，「独身」であること，近隣が救助不能で
あることを条件として国費負担で救助される（恤救規則および棄児養育米給与方）。
第 2 に，災害によって発生した生活困難者（罹災窮民）および流行病による生活困
難者の場合，地域が面的にダメージを受け，近隣の救助が見込めないため，明治初
期には国費で救助されていたが（窮民一時救助規則），1878 年に地方税規則の制定
によって府県単位の財政が成立すると，地方の負担が原則とされた（備荒儲蓄法お
よび窮民救助法）。第 3 に，いわゆる「行き倒れ」（行旅病人・死亡人）については，
本人・家族ないし救助地の府県が救助費用を負担した（行旅病人取扱規則，行旅病
人及死亡人取扱法）。
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　これらの立法自体はかなり場当たり的であり，また生活困難者の救助以外の政策
目的を内包している場合も少なくなかった。たとえば，行旅病人取扱規則制定の背
景には，明治政府の基盤が不安定な中で，反政府運動の取り締まり上，本籍地を離
れ移動する者（「脱籍浮浪人」）への管理が政策課題となっていたという事情がある

（竹永, 2011）。1874 年の恤救規則は，旧藩時代に救済されていた人々の処遇をめぐ
る滋賀県からの伺を発端として制定されたものであるが，内務省は当初，救済の基
準を省内の内規として定める意向であった。これに対して，財政を管轄する大蔵省
が異議をとなえ，正式の法令となったという経緯がある（松沢, 2020）。また，罹災
窮民を救助する備荒儲蓄法が制定されたのは，地租が定額化されたため，凶作時の
地租を確保するために，政府が一種の強制保険制度を導入したという側面があった

（松沢, 2009）。

1.2　恤 救 規 則
　これらの救貧諸法の中で，基軸的な位置にあったのは恤救規則である。しかし恤
救規則による救助の内容はかなり貧弱なものであった。
　恤救規則は，前文と 5 つの条文からなる短い法令である。前文では，「貧者を救
済したり，憐れんで助けたりすることは，本来人々がおたがい，自発的な意志でお
こなうものである。しかし，誰にも頼ることができず，放っておくわけにもいかな
いような者については，この規則に基づいて救済する」という意味のことが書かれ
ている。この前文には，政府は生活困難者を救うという義務は負っていないという
立場が明瞭に示されている。
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表 1　明治期日本の救貧法制

棄　児 棄児養育米給与方（1871 年）

孤　児 恤救規則（1874 年）

廃　疾 恤救規則（1874 年）

疾　病 恤救規則（1874 年）

流行病
窮民一時救助規則（1871 年，1880 年廃止）
→流行病ノ際貧民救療ニ係ル費用支弁方（1881 年）

老　衰 恤救規則（1874 年）

災　害
窮民一時救助規則（1871 年）
→備荒儲蓄法（1880 年）
→罹災窮民救助法（1899 年）

行旅病人
行旅病人取扱規則（1871 年，1882 年廃止）
→行旅病人及死亡人取扱法（1899 年）

（注）　ゴシック体は，当人ないし地方費（民費・地方税負担）負
担か，国費と地方費の双方が負担するもの。

（出所）　筆者作成。



　この方針に従い，先にも触れたように，救助対象は①70 歳以上の高齢者，②廃
疾，③疾病，④13 歳以下の児童という 4 つのカテゴリーに限定された。そして，
いずれの場合も，働くことができず，きわめて貧困であり，かつ，「独身」である
場合には，一定の米の量を代金に換算した額が支給されることになっていた。この
場合の「独身」とは，事実の上で一人暮らしをしているということではなく，戸籍
の上で「1 人」であることを指していた。扶養可能な者が戸籍上どこかに存在すれ
ば，恤救規則の救助対象とはならない。
　全国の恤救規則による救済人数の変化を示したものが図 1 である。1884 年から
1886 年にかけての伸びが著しく，ここには松方デフレの影響が見られる。また，
1890 年の上昇は同年の米価騰貴の影響である。一方，1908 年以降に急減するのは，
同年 5 月の内務省地方局長通牒によって，恤救規則の適用の厳格化が図られたため
であり，これは後述する（および▶経糸5-9章）感化救済事業の開始と軌を一にして
いる。
　さて，恤救規則は人々が地域において互いに助け合うこと（「人民相互の情誼」）
を期待していたが，その「助け合い」の実態はどのようなものであっただろうか。
　恤救規則によって救済された人数には府県によって大きな差があった。この理由
を説明することは難しいが，1 つの背景として，地域での「助け合い」の機能の程
度があげられる。たとえば，恤救規則の適用人数が相対的に少ない山梨県の場合，
近世の五人組の系譜を引く「伍組」や，地主・小作関係と結びついた古くからの救
済が，再編されつつ残存しており，これが国費による救済件数を少なく抑えていた

（大杉, 1994）。
　一方で，こうした地縁的組織による救済は，救済を義務づける法的根拠を持って

443

4-

6
章

日

本

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000
（人）

1882 10051990

女

男

合計

959085 12 年
（出所）　『帝国統計年鑑』各年度。

図 1　恤救規則による救済人数の変化



　すなわち，井上は，イギリス救貧法を批判的に捉え，イギリスがその負の遺産に
苦しんでいると理解しており，日本は救貧法制がむしろ未発達ゆえに，逆説的にそ
うした負の遺産を持たずに済んでいるという現状認識を持っているのである。

3.4　植民地台湾・朝鮮における救貧諸法
　1894 年，日清戦争後の下関講和条約により台湾および澎湖諸島が日本の植民地
となった。次いで 1910 年の日韓併合によって，朝鮮半島が日本の植民地支配のも
とに置かれた。日本の植民地は，それぞれ日本本土とは異なる法体系によって支配
された。救貧諸法についても同様である。最後に，台湾・朝鮮の法制度について紹
介しておこう（大友, 2007）。
　台湾では，1899 年に「台湾窮民救助規則」が制定された。これは本土の恤救規
則に対応するものである。しかし，台湾が本土と異なっていたのは，日本による植
民地化以前に，中国型の救貧施設（官設の養済院および民間の善会・善堂）が展開し
ていたことである。台湾窮民救助規則と同年の 1899 年，台湾総督府はこれらの施
設を統合の上，自らの管轄下に組み込み，台北仁済院・台南慈恵院・澎湖普済院を
設立，1904 年には「台北仁済院・台南慈恵院及澎湖普済院規則」を発して統一的
な制度を構築した。収容対象となっているのが障害者・高齢者・児童で「独身」の
者である点は本土の恤救規則とほぼ同様だが，「貞節」な寡婦が含まれている点は
中国的な伝統の継承と見ることができよう（夫馬, 1997）。日本本土で明治期には設
立されることのなかった収容型の救貧施設が，台湾では，従来の施設を植民地権力
が接収することによって創設されたのである。
　一方朝鮮では，植民地化と同時に，日本の皇室からの「臨時恩賜金」3000 万円
の配布が発表された。植民地朝鮮における救貧制度はこの恩賜金を基金として行わ
れた点に特徴がある（▶コラム4-❷）。1911 年に設立された朝鮮総督府済生院はこの
恩賜金によって設立された施設であり，当初は児童保護を主たる事業とした。本土
の恤救規則に対応する法令も「恩賜賑恤資金窮民救助規程」（1916 年）として，こ
の恩賜金の支出の一形態として位置づけられた。天皇の名のもとでの支配の正統化
という側面が強く打ち出されたのが，植民地朝鮮における「福祉」であったといえ
るだろう。

お わ り に

　ここまで見てきたことをまとめるならば次のようになるだろう。維新変革による
身分制的社会集団の解体の中から生まれた近代日本社会は，生活困難者を救済する
固定的な団体が形成されにくい社会であった。公的な救貧は制限的であり，民間慈
善団体は，散発的な寄付に頼るほかなく，経営が安定しなかった。こうした状況の
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背景には，「家」を基盤とした社会の仕組みがあり，生活困難者はまず「家」に包
摂されることによって救済されることが前提とされていた。「家」は同時に農工商
の小経営の単位でもあり，身分制社会解体後の流動化した社会では，「家」相互の
生き残りをかけた競争は激しかった。そこで生まれたのが，勤勉に働き，貯蓄に努
めて「家」の永続を図るという勤労観であり，その裏返しに貧困に陥ったものを

「惰民」と見なす貧困観であった。こうした勤労・貧困観のもとでは，金品を与え
る前に，働くことのできる限度ギリギリまで，まずは仕事を与えるという対応が地
域ではとられることになる。
　慈善団体の経営基盤の弱さは，時に公的部門が，寄付をとりまとめ，分配すると
いう機能を持つことにもつながった。こうした政策志向の延長線上に，国費からの
救貧費支出自体は低く抑え，その一部を地方自治体に転化しながら，政府が主導し
て民間団体を組織するという「感化救済事業」が始動することになる。やがて「社
会事業」と改称されることになるこの事業は，現代の日本の福祉のあり方の原型を
形づくることになるだろう。
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は じ め に

　スウェーデンは福祉国家として知られている。それとおそらく関連して，2023
年度の世界幸福度が 6 位（日本 47 位）であり，ジェンダー・ギャップ指数も世界 5
位（日本 125 位）の地位を誇っている。しかし，そのような状況は一朝一夕にして
生じたわけではない。19 世紀末までのスウェーデンは，むしろヨーロッパ辺境の
貧しい小農の国であり，家父長的な秩序が社会の隅々を支配していた。1900 年頃
は人口 500 万人程度のうち，農村人口は 8 割に及んでいた。その貧しさは，19 世
紀半ばから 1930 年代にかけて 150 万人あまりが移出民となったことにも表れてい
る。
　スウェーデン福祉国家の成立過程を福祉の複合体という観点から見るとすると，
経済学者グンナー・ミュルダールが『福祉国家を越えて』の中で，国家干渉は国家
計画に先行すると指摘したことが想起される。社会に生じた種々の問題に，まずは
対処療法的に国家干渉が行われるが，次第にそれが累積すると，国家が成立した雑
多な制度や政策の間を調整し，体系化する局面に至るのである。これは，福祉の複
合体にも当てはまることであると思われる。国家のみならず，自発的団体や自治体
などのさまざまな福祉供給主体は，それぞれの眼前に生じた多様な問題に対応する
中で生成・展開を積み重ねていくのであるが，ある局面に至るとそれらの間での組
織化・体系化が試みられることとなるのである。本稿では，20 世紀初頭から半ば
に至る時期に生じた福祉供給体の組織化の 2 つの波という観点から，スウェーデン
福祉国家の成立過程を見てみることとする。
　2 つの波とは，19 世紀に各地に成立した慈善団体などの自発的団体が，地域レベ
ルのみならず全国レベルでも組織化され，社会事業中央連盟（CSA）やスウェーデ
ン救貧連盟（SFF）といった全国組織が成立し，国家や自治体を巻き込んで一連の
社会政策を実現させた 20 世紀初頭の波と，世界恐慌の最中に成立した社会民主党
政権が，それまでさまざまな社会政策が展開してきたことを前提に，それらの間の
制度的調整を行い社会保障制度の体系化を実施するために選任した社会福祉委員会
が中核となった 1930 年代末からの波である。これら 2 つの波について具体的に見
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る前に，まず 20 世紀初頭までの状況を見ておこう。

1　20 世紀初頭までの状況

1.1　身分制社会の解体と中間層
　スウェーデンの封建制・身分制的秩序の解体は，市民革命のような大きな政治的
な変革を経ず，漸進的に進展した。すでに 18 世紀後半から農村では，エンクロー
ジャーや開墾の進展で特徴づけられる，農業革命といわれる過程が生じていた。他
方では，国家の重商主義政策によってマニュファクチャーの建設が進むとともに，
金属加工業ならびに麻や綿の織物業などでプロト工業が繁栄した。さらに，こうし
た農業革命やプロト工業化の進展は，市場経済の発展を促し，国家における集権的
な統治機構の整備も加わって，いわゆる中間層の生成をもたらした。爵位を持たず
貴族には属さないが，通常の農民や都市民よりも上位に位置づけられる，官僚，マ
ニュファクチャー主，大商人，大農などからなる層が生まれてきたのである。彼ら
は，伝統的な四身分制（貴族，聖職者，都市民，農民）の枠組みになじまず，次第
に身分制的秩序を解体する動きを示す。彼らが結成する身分や性の区分によらない
個人の団結である自発的結社は，自らのアイデンティティを強化するとともに，そ
うした動きを支えることとなる。
　1809 年の政変で啓蒙絶対王政が否定され，立憲王政に移行し，憲法によって出
版の自由が保障されると，多くの雑誌や新聞が発行されるようになる。自発的結社
で展開された議論は，こうしたメデイアに媒介され，議論の場は社会的に拡大して
いった。このような市民的公共性の展開を背景に，1830 年代に自由主義勢力が政
治的に台頭した。こうして 1846 年および 1864 年には営業の自由，さらには 1866
年に身分制議会に代わり二院制議会が成立することとなる。また，宗教改革以来，
教会組織は統治機構と一体となっていたが，自治体改革が進み，1843 年には教会
の末端組織（教区）から宗教や道徳にかかわる部分を切り離してそれを世俗化し，
1862 年には新たな地方自治の単位として基礎自治体（コミューン）が成立した。自
治体改革では，地方自治を通じて個人の自由や自律性を国家の官僚制的・集権的支
配から守るということが意図された。

1.2　救貧法と慈善
　中間層の勃興の背景となった 18 世紀以来の社会変動は，多産・多死から多産・
少死への人口学的展開と結びつき，とくに農村における下層民の増大をもたらした。
従来の村落共同体による規制が機能しなくなる中で，社会不安が広がった。19 世
紀に入り，こうした大衆貧困状況に危機意識を抱いた国家は，1837 年に貧困問題
検討委員会を選任した。この委員会の提言が，1842 年の初等義務教育法と 1847 年
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の救貧法の制定につながった。貧民を救済するだけでなく，広く民衆を教育するこ
とで社会不安に対処しようとしたのである。
　この救貧法は，教区の貧民救済義務を定立したもので，救済の決定に対する不服
申し立て権も定められた。貧民に対する全国一律の対応とそれを実質化するための
救貧財政の拡充が図られたのであるが，どの貧民をどのように扱うかの具体的な規
定はなく，実際には救済は教区（基礎自治体）の裁量に任せられた。しかも 1860
年代末の飢饉により教区が貧民の増大に対応できなくなる状況が生じ，1871 年の
救貧法改正により，救済対象は制限され，不服申し立て権は削除されることとなる。
　他方では，中間層を主な担い手とした慈善団体が各地で生成した。この現象は，
中間層の勃興や自発的結社の叢生の一環と捉えられる。すでに大衆窮乏化期には，
こうした慈善団体と公的救貧の協力関係が見られるとともに，1860 年代以降，慈
善団体間の協力関係も展開するようになった。1889 年には，イギリスの慈善組織
化協会（COS）の影響を受け，ストックホルムに慈善調整協会（FVO）が成立し，
続いて各地に同種の団体が結成され，地域における慈善団体間および慈善団体と公
的救貧との間の協力関係を展開していくこととなる。

1.3　伝統的社会政策
　17 世紀以来，スウェーデンでは，2 つの法的枠組みによって貧民への対応がなさ
れていたといえる。すなわち，公的な救貧と，家父長制的雇用関係である。後者は，
主人と奉公人の間の雇用関係を，家族における親子関係・夫婦関係に対応するもの
として法的に定めたものである。さらに奉公強制の規定により，いずれの者も家族
や雇用関係に属さねばならないとされた。そして，そこから離れて定住せず放浪す
る者は，何の権利も持たない無保護者として取り締まりの対象となった。こうして，
家族や雇用関係を中核として社会全体における家父長的秩序を維持しようとしたの
である。
　19 世紀になってもこうした法的な枠組みは残った。前者の公的救貧については，
国家の救済を含め，各地でバラバラに行われていたのが実態であったのに対し，公
的救貧のあり方を全国的なレベルで規定しようとしたのが 1847 年の救貧法であっ
た。後者については，営業の自由が導入され，現実の労使関係に適用される範囲は
狭まっていったが，なお家父長的な関係は労使関係の中で 1 つのあるべき姿として
追求されていた。1885 年に無保護者の規定はなくなるが，その代わりに，職のな
い，職を探そうとしない者を取り締まる浮浪者法が成立した。浮浪者法は，失業者
やストライキを行う労働者にも適用されえた。
　このように，多くの場合，人々は家族や雇用関係に属し，その中で家父長や主人
の家父長的支配に服することとなる。そこからはみ出た者の中で，救貧受給者は，
救貧当局の家父長権・後見権のもとに服した。浮浪者・乞食や犯罪者は，公権力に
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よって拘束され，市民的権利を奪われ，その監督下に置かれることとなる。家族・
雇用関係にある者と，これらの範疇の間の中間的・過渡的な存在として，失業者や
寡婦・孤児などが捉えられた。彼らは再度家族や雇用関係に復帰する可能性も高い
が，容易に救貧受給者や浮浪者などに転落してしまうリスクを抱えていた。伝統的
社会政策は，このように階層的・身分的構造をつくり出し，それに基づきつつ社会
に家父長的な秩序を浸透させる性格を持っていたといえる。

2　20 世紀初頭における福祉供給主体の組織化

2.1　階級対立と民主化
　スウェーデンでは，豊富な天然資源に基づき製材業や製鉄業が勃興し，1870 年
代より工業化が本格的に進展した。世紀末にはスウェーデン人の発明に基づく数々
の国際的企業の登場に反映されるように，金属機械工業も急速に発展した。こうし
た工業化の進展は，労働者階級の形成とともに，階級対立の激化に代表される新た
な社会問題の生成につながった。労働者階級は急速に組織化され，1889 年には社
会民主党，1898 年にはその主要な支持基盤となる労働組合の全国組織 LO も成立
することとなる。
　1866 年に二院制の議会が成立して参政権には身分による区別はなくなったが，
所得や資産による厳しい制限がそれに取って代わった。それゆえ，19 世紀末より
自由教会運動・禁酒運動・社会民主主義労働運動は，政治的意思決定から疎外され
た下層中間層や労働者階級を担い手として，メンバーを重複させつつ民主化を求め
る大規模な大衆動員を展開した。いわゆる「国民運動」の勃興である。スウェーデ
ンでは，そうした過程の中で，下層中間層と労働者階級，自由主義と社会民主主義
の間の社会的・文化的交流が促進された。
　他方，20 世紀に入ると，アメリカへの移民が再び増大した。貧しいスウェーデ
ンから豊かなアメリカへの脱出が進んだのである。このことは，アメリカとの間の
国民的生産力の格差を認識させた。1905 年にノルウェーとの同君連合が解体され
ると，帝国主義列強の側圧を間近に感ぜざるをえなくなった。スウェーデンの生産
力的劣位や階級対立の激化は，こうした帝国主義列強の脅威を前にして自国の生き
残りに対する危機意識を生み出した。そのような中で，さまざまな政治勢力が国民
的連帯を 1 つの標語として掲げるようになるとともに，それと関連させながら，民
主化，社会問題への対応，経済発展への道筋といった課題が，広い階層を巻き込ん
で活発に議論されるようになった。
　とくに社会問題をめぐる議論で注目されるのは，科学性とそれに基づく中立性の
強調である。社会問題を科学的に分析することは，政治的・宗教的な立場を超えた
客観的議論につながると考えられたのである。先述した FVO による福祉供給主体
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康保険は，認可疾病基金に補助金を与えるという制度にとどまり，補足率は依然と
して低かった。失業保険は，社会民主党政権のもとにおける失業対策の一環として，
労働組合の失業基金に国家の補助金を支給するゲント方式の制度が成立していた。
こうした状況に対し，社会福祉委員会は，国民年金以外の社会保険も強制保険化す
ると同時に，給付を現役時の所得に対応しかつ生活するのに十分な水準に押し上げ
ることを課題にして改革案を作成した。これらの活動は，西欧諸国におけるベヴァ
リッジ・プランに始まる戦後福祉国家建設の動きに後押しされて本格的に進められ
ることとなる。
　このように社会保障体系の中核として社会保険が位置づけられ，給付の形態もな
るべく各社会保険間において統一化することが試みられた。実際には，社会福祉委
員会の提案はそのまま実現することはなかったが，1946 年の国民年金制度の改革
に始まり，他の社会保険制度やそれ以外の社会保障制度の拡充が進められることと
なる。こうして戦後の好景気と相俟って，19 世紀末以来大きな変化を示さなかっ
た人口に対する救貧受給者の比率は，1940 年代以降は顕著に減少していく。
　第 2 に，国家・県・基礎自治体間の関係の見直しや地域における福祉行政機構の
整備の問題がある。前述のように，救貧法の改正や社会的児童福祉法の成立や都市
化の進展により，社会福祉諸費用の分担をめぐる地域間の対立は激化し，農村の小
規模自治体の財政は危機的状況に置かれていた。さらにこれらの法律の成立により
救済権や子どもの権利が強調され，全国一律の行政を提供する志向が強まる中で，
地域間における福祉行政の格差は大きな問題として注目されることとなる。他方，
国家レベルで社会保障のさまざまな制度が整備され，それらの間での連携や調整が
問題になり社会福祉委員会が設立されたのと同様に，基礎自治体でそれぞれの地域
的業務を担う行政機関相互の連携や調整も問題となった。
　社会福祉委員会は，こうした問題状況に対し，国家・県・基礎自治体間の分業関
係の見直し，基礎自治体における行政機構の再編という形で取り組んだ。後者につ
いては，複数自体体の福祉行政を統合し，新たな福祉行政の単位としていくことを
提案した。さらに救貧委員会など種々の行政機関によって担われた地域の福祉行政
を，1 つの機関に統合してより効率的に運営していくことを求めた。この問題につ
いても，社会福祉委員会の提案はそのまま実現しなかったが，社会福祉以外の義務
教育や道路整備などの負担配分をめぐる政府間財政の問題と相俟って 1952 年の基
礎自治体合併につながっていく。これにより基礎自治体の数は 2281 から 816 に減
少した。
　第 3 の問題は，救貧法の廃止である。社会福祉委員会は，救貧に代わるものとし
て社会扶助の導入を提案した。その制度では，救済の権利性を推し進め，救貧受給
がいかなる市民的権利の制限も負うべきでないことを主張した。救済を受けること
がスティグマにつながってはならないのである。関連して受給に対する代償義務の
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廃止も提案された。そして，社会扶助を，さまざまなリスクに遭遇した市民に対し，
まずは社会保険制度などで対応し，それでも対応しきれなかった場合すべてに対し
救済を与える最終的なセーフティ・ネットとして位置づけた。実際，代償義務は一
部残るなど相違点はあるが，おおむね社会福祉委員会の提案に沿って 1956 年に社
会扶助法が成立し，救貧法は廃止されることとなった。

おわりに─福祉国家成立へ

　このように社会福祉委員会の提案は，必ずしもすべてがそのまま実現したわけで
はないが，それぞれの課題に沿って着実に改革は進められていった。そこで成立し
た社会福祉の制度的枠組みの歴史的位置づけについて，以下の点が指摘できる。
　第 1 に，伝統的な社会政策の枠組みと比較すると，社会のさまざまな領域であか
らさまで強権的な家父長的秩序は克服されていったことがあげられる。1920 年の
婚姻法によって夫の妻や子に対する家父長的支配は否定された。労使関係でも，サ
ルトシェーバーデン協約の成立に見られるように，両者間のパートナーとしての関
係が強調されるようになった。1918 年の救貧法改正によって，救貧受給者に対す
る救貧当局の家父長権や後見権が否定された。1940 年代末には浮浪者法の廃止も
議論された。とはいえ，労働者の所得水準の上昇に伴い，戦後はむしろ専業主婦率
は上昇し，男性稼ぎ主的な思想がなお根強く残っていた。LO の同一労働・同一賃
金を求める連帯賃金政策でも女性の賃金は別枠であった。LO・SAF 間で賃金に男
女の区別をなくしていく合意がなされたのは，1960 年になってからとなる。
　第 2 に，社会福祉委員会は，救貧受給によるいかなる市民権の制限も解消しよう
とした。1919 年に成立した男女普通選挙権にも救貧受給者や犯罪者などを排除す
る欠格条項があったが，社会扶助法の成立に先んじて撤廃された。児童福祉でも，
素行不良少年の問題は，精神医学や心理学の影響のもとに，子どもの躾よりも子ど
もの性格や資質に問題の焦点が移っていった。浮浪者法廃止をめぐる議論にも，こ
うした動向が見て取れる。この時期に，スウェーデンにおける社会福祉の制度的枠
組みは，まさにベリイェが指摘するような規律化のプロジェクトとしての性格を失
っていったのである。
　第 3 に，社会保険制度が整備されていき，社会における中心的なセーフティ・ネ
ットとなったことがあげられる。それゆえ，この時期にスウェーデンにおいて近代
的な社会保障制度の枠組みが整い，いわゆる福祉国家が成立したと見なせる。その
過程は，官民の関係の変化を伴っていた。1918 年の救貧法や 1924 年の社会的児童
福祉法は，地域における福祉供給主体間の協力を救貧委員会や児童福祉委員会を中
核として進めていく意図を持っていた。しかし，それは，地域における福祉供給主
体の組織化の主導権が，FVO のような民間団体から救貧委員会などの行政機関に
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移っていったことを意味した。中央レベルでも，CSA が救貧会議を開催してその
後の社会政策の展開をリードするようなことはなくなり，社会省を中心として社会
保険体制が整備されていったように，制度や政策は国家が主導して整備されていく
ようになる。その過程で，児童福祉センターなど民間自発的団体によって育まれて
きた制度や組織が，全国一律に権利を保障するという課題のもとに国家に吸収され，
全国的な制度組織として展開されていった。スウェーデンにおける福祉国家成立の
歩みは，福祉供給諸主体間の相互関係の歴史的展開の中で国家がその組織化の中核
となっていくプロセスであったと捉えられるのである。
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あ と が き

　多数の地域・時代の「福祉」のありさまを，人類がつくってきたひとつの織物と
して表現するという本書の企図は，「織物」をあしらった装幀のデザインに示され
ている。これにどのような印象を持つだろうか。困っている人をやさしく包み込む
暖かいニットなのか，社会的な転落を受けとめる強靱なセーフティ・ネットなのか，
最低限以下の救いにしかならない薄くて隙間だらけの生地なのか，すぐに破れてし
まう脆弱な布なのか─。いずれの印象をも抱かせてくれるのではないだろうか。
本書を読む人の頭の中に，容易に要約しがたいが「福祉の世界史」としかいいよう
のない，人類のたゆみない営みが立ち上がってきて，自身の「常識」が健全に揺ら
がされること，たくさんの答えと，それ以上の問いが得られることを，私たちは願
ってやまない。
　出来上がってみれば，ひじょうに大部な書物となった。そのはじまりは，2021
年 3 月に，有斐閣の得地道代さんと岩田拓也さんが，金澤の研究室を訪問してくだ
さったときにさかのぼる。本づくりに懸ける得地さんたちの熱い思いに触発されて，
考えうる限り最も野心的な「福祉」に関する本をつくってみようと決意した。漠然
とした青写真に，お二人は全面的に賛同してくださった。もちろん最初から協力者
を念頭に置いていた。日本史からは松沢裕作氏，東アジア史からは帆刈浩之氏，イ
スラーム史からは三浦徹氏という，各分野の尊敬する研究者の方々にお声がけして，
チームができた。その後は得地さん・岩田さんにバックアップしていただきながら，
4 人で相談を重ね，企画内容を精査して，目次案を練り，ほんとうにたくさんの各
分野に通暁する方々に執筆を引き受けていただいた。私たちの意図を汲んで力作を
お寄せくださったみなさんには，ここで感謝の意を表したい。
　最後に，編者の一人として，東アジア史関連の目次を立案し，執筆者を選定し，
依頼してくださった帆刈浩之氏は，編集の期間中に，帰らぬ人となった。長らく闘
病しておられることは承知していたのだが，帆刈氏でなくてはとの思いから，あえ
てご協力をお願いした。ありがたいことに，喜んで編者になってくださった。かざ
らないお人柄と素敵な笑顔を思い出すにつけ，完成品をともに見ることができなか
ったことが悔やまれてならない。独創的なご研究の数々は学界の財産であり続ける
が，本書もまた，帆刈氏の学識を世に知らしめるものであらんことを。

2025 年 10 月
編者を代表して　金 澤 周 作
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アルファベット

AICP　→貧民状態改良協会
ARA　→アメリカ救援局
CARE　　498
Co-op　→（協同組合→）生活

協同組合
COS　→慈善組織化協会
CSA　→社会事業中央連盟
CSO　→（市民社会→）市民社

会組織
CSR　→企業の社会的責任
FAO　→国際連合食糧農業機

関
FVO　→慈善調整協会
HIV　　546，616
ICA　→（協同組合→）国際協

同組合同盟
ICRC　→赤十字国際委員会
ICWG　→（協同組合→）国際

協同組合女性ギルド
ILO　→国際労働機関
IPR　→万国宗教会議
LRCS　→赤十字社連盟
MSF　→国境なき医師団
─インターナショナル　　

615
NGO　→非政府組織
NHS　→国民保健サービス
OXFAM　→オクスフォード飢

饉撲滅委員会
SCF　→セーブ・ザ・チルドレ

ン
SFF　→スウェーデン救貧連盟
UISE　→（セーブ・ザ・チル

ドレン→）国際セーブ・
ザ・チルドレン連盟

UNRRA　→アンラ
VOC　→東インド会社
WCG　→（協同組合→）女性

協同組合ギルド
WHO　→世界保健機関
WIC　→西インド会社

あ　行

愛 徳　　230，233
　→チャリティ

7 つの─　　82
愛　民　　270
朝日訴訟　　640
アニマル・アクティヴィズム　　

648
虻田学園　　461
アームズハウス〔公立／私設の

救貧院〕　　336，361
アメリカ救援局〔ARA〕　　

434，522，598
アルコール中毒者　　489
アルメニア教会　　205，208
アンラ〔UNRRA，連合国救済

復興事業局〕　　527，597─
599

家〔イエ〕　　20，28，46，140，
144，276，290，301，324，446，

453，501
　→家族
─経済　　90

イエズス会（士）　　212─214，
216，222，225，238，240，254，
313，436

─追放　　226
医学校　　149，150
行き倒れ（人）　　275，283，422，

441
育嬰（事業）　　296，407
育嬰会　　296
育嬰所　　412
育嬰堂　　264，294，296，312，

313，317，322，407，411
育　児　　9，448，474，493，501，

539，641
育子制度　　296
医　師　　31，84，94─96，102，

104，114，146─152，154，195，
212，214，246，247，250，255，
303，338─340，380，388，400，
592，612─619，622，652─654

イスラーム
─・インターナショナル　　

438
─教徒〔ムスリム〕　　107，

127，250，252，257，435，438，
514，562，565，575，581

為善応報の思想　→勧善思想
遺（家）族　　234，267，398，

424，500，504，522，536，577，
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＊  「福祉の世界史」を織りなす 1000 の指標： 本書で取り上げた福祉にかかわる項目（事項，地名，人
名）を，地域や時代を超えて，検索（サーチ）することができます。

　 ・頁番号……当該項目の記述が連続している際には原則として初出の頁のみを示しています。
　 ・〔 〕……項目の別称　 例：イスラーム教徒〔ムスリム〕
　 ・（ ）……項目の補足　 例：育嬰（事業），失業（者）
　 ・ → ……見よ項目（改行して示している場合は参照項目）

索　　引

事 項 索 引



637
イマーレット　　247
移　民　　74，116，190，196，336，

342，357，361─365，367，419，
420，422─425，429，438，455，
456，466，470，471，473，479─
481，487，502，508，514，562，
570，575

─ディアスポラ　　425
医　療　　5─7，24，29，31，47，54，

75，83，84，94，98，101，102，
125，148，250，264，276，277，
330，350，372，393，396，400，
407，412，435，449，455，476，
505，507，534，537，566，571，
575─577，601，607，610，612，
614─616，618，627，628，637，
651─654

─化　　83
終末期─　　125
新型農村合作─　　627

医療保険　　31，478，501，544，
546，553，651

都市住民基本─　　627
因果応報　　304
ヴァイマル憲法　　399
乳母〔乳婦〕　　214，275，316，

533
ウラマー　　100，102，104，247，

254，575
ウルナンマ法典　　20
運　棺　　423
映　画
『アメイジング・グレイス』　　

648
『老いぼれの強盗たち』　　

539
『ザ・コーヴ』　　648
『私生活』　　540
『パセーイク織物業ストライ

キ』　　429
『ロシア飢饉』『オーストリア

救援』『ポーランド救援』　　
524

エイズ　　464，546，616
栄　養　　396，586，589，597
エヴェルジェティスム　　33─

35，72
易姓革命　　270

疫病〔感染症，伝染病〕　　54，
55，57，59，61，72，106，107，
113，147，212，215，216，231，
238，249，344，360，386，388，
392，393，409，422，444，464，
597，605，616

エスタード・ダ・インディア　　
224

エスニシティ　　425，515
江戸町会所　　284，445
エリート　　27，74，205，231，

390，396，419，428，583，620，
633

エルバーフェルト（市の救貧）
制度　　394，396

エンコミエンダ制　　229，232
塩　商　　320
オイル・ショック　　502，512，

586，642
王　道　　174，277
王の孤児〔オルファン・デル・

レイ〕　　224
王立動物虐待防止協会　　647，

649
大山古墳　　66
岡山孤児院　　634
オクスフォード飢饉撲滅委員会

〔OXFAM，オックスファ
ム〕　　560，612

贈り物　　11，21，29，32，141
オスピタル〔施療院〕　　229─

234
　→ホスピタル
落穂（拾い）　　41，60，61，112，

265，337
オテル・デュー　　76，78，79，

83
オープン・スペース　　345，

346
オルファン・デル・レイ　→王

の孤児
恩賜財団慶福会　　635
恩賜賑恤資金窮民救助規程　　

452
恩　寵　　101，108

か　行

改革派（教会）〔オランダ改革
派（教会）〕　　236，237，

240，241
会　館　　424
開業医　　651─653
街　区　　109，246，248
介　護　　2，3，51，80，95，139，

216，339，501，507，573，639，
641─643

─ケア　　2，3，5，7─9
─保険　　24，508，642

外国人　　84，116，358，365，570
─労働者　　503，570

海　難　　79，168，257，336
外来者収容施設　　90，92
戒　律　　127，164，167
科　挙　　141，315
華僑〔華人移民，華人ディアス

ポラ〕　　419，421
─報徳善堂　　422

学海堂　　264
囲　米　　284，285，288
カーザ・ピア　→慈善院
餓　死　　157，274，275
下賜金　　303，319，635
家事労働　　362，623
カースト　　583，586，587，591
家　族　　4，7，9，13，20，27，141，

173，198，231，333，486，500，
506，513，547，566，591，599，
621，627，642

　→家
─ワクフ　　103，106
核─　　334，591
拡大─　　554，591
近代─　　380，500，505

華　族　　300
活人署　　276
家庭奉仕員〔ホームヘルパー〕　　

641
カトリック（教会）〔ローマ・

カトリック（教会）〕　　73，
84，89，108，122，190，192，
194，195，200，203，204，208─
214，221，230─232，238，240，
313，370，372，375，381，387，
393，401，435，436，438，439，
466，472，475，480─482，498，
550

─・インターナショナル　　
436
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